
《
質
問
》
自
宅
に
20
年
近
く
前

の
消
火
器
が
あ
り
ま
す
。
以

前
、
古
い
消
火
器
を
触
っ
た
ら

爆
発
し
た
と
い
う
報
道
を
見
ま

し
た
。
処
分
す
る
に
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

《
回
答
》 

今
年
か
ら
（
社
）
日

本
消
火
器
工
業
会
が
契
約
し
て

い
る
回
収
窓
口
で
あ
れ
ば
、
海

外
メ
ー
カ
ー
以
外
の
ど
の
メ
ー

カ
ー
の
消
火
器
も
回
収
依
頼
が

可
能
に
な
り
ま
し
た
。
３
つ
の

方
法
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
経
費

が
違
い
ま
す
の
で
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
６
月
７
日
現
在
、

（
社
）
日
本
消
火
器
工
業
会
の

公
表
し
て
い
る
回
収
・
リ
サ
イ

ク
ル
費
用
は
薬
剤
量
３
ｋ
ｇ
以

下
、
ま
た
は
３
Ｌ
以
下
の
消
火

器
は
２
千
３
１
０
円
（
税
込
）

で
す
。

①
特
定
窓
口
に
引
き
取
り
を
依

頼
す
る
と
、
リ
サ
イ
ク
ル
代
＋

運
送
費
用
＋
保
管
費
用
が
か
か

り
ま
す
。

②
指
定
引
取
り
場
所
に
持
ち
込

む
と
、
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ー
ル
代

が
い
り
ま
す
。

③
ゆ
う
パ
ッ
ク
に
よ
る
回
収
を

依
頼
す
る
と
、
リ
サ
イ
ク
ル

シ
ー
ル
代
＋
運
送
費
用
が
か
か

り
ま
す
。

　

特
定
窓
口
、
指
定
引
き
取
り

場
所
な
ど
の
検
索
は
（
株
）

消
火
器
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
セ
ン

タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
検

索
で
き
ま
す
。
検
索
が
難
し
い

場
合
は
消
費
生
活
相
談
コ
ー

ナ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
消
防
署
や
役
場
が
各

家
庭
を
ま
わ
り
、
古
い
消
火
器

を
回
収
し
、
新
し
い
消
火
器
の

購
入
を
勧
め
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

　

訪
問
し
消
火
器
の
販
売
を
す

る
業
者
は
、
特
定
商
取
引
法
に

よ
り
、
訪
問
時
に
業
者
名
を
名

乗
り
、
販
売
目
的
を
告
げ
、

消
化
器
を
回
収
・
販
売
し
た
場

合
、
契
約
書
面
を
渡
さ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

消
費
者
は
契
約
書
面
を
受
け

取
っ
て
か
ら
８
日
間
は
ク
ー
リ

ン
グ
オ
フ
（
無
条
件
解
約
）
が

で
き
ま
す
。

　

疑
問
な
点
は
、
消
費
生

活
相
談
コ
ー
ナ
ー
（
☎

７
６
６
・
１
１
１
０
）
へ
。

消費生活の
アドバイス
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　　　 古くなった消火器の
　　　 処分方法について

み
ん
な　

あ
り
が
と
う

　

体
い
く
の
時
間
、
お
に
あ
そ

び
を
し
て
い
て
、
ぼ
く
は
こ
ろ

び
ま
し
た
。
そ
の
時
Ａ
さ
ん

や
Ｂ
さ
ん
が
「
だ
い
じ
ょ
う

ぶ
？
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
ぼ
く
は
う
れ
し
か
っ
た
で

す
。

　

二
回
目
こ
ろ
ん
だ
時
、
た
く

さ
ん
の
友
だ
ち
が
「
だ
い
じ
ょ

う
ぶ
？
」

　
「
む
り
し
ち
ゃ
い
け
な
い

よ
。」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

ぼ
く
は
、
一
回
目
よ
り
う
れ
し

か
っ
た
で
す
。

　

三
回
目
に
転
ん
だ
時
は
、
み

ん
な
が
近
よ
っ
て
き
て
く
れ
て

「
三
回
も
こ
け
て
だ
い
じ
ょ

う
ぶ
？
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
で

す
。一
番
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

　

ち
ょ
っ
と
い
た
か
っ
た
け
れ

ど
、へ
っ
ち
ゃ
ら
で
し
た
。だ
っ

て
、
み
ん
な
が
や
さ
し
く
し
て

く
れ
た
か
ら
で
す
。

武た
け
さ
だ貞　

悠ゆ
う
た太
さ
ん
（
白
金
小
学

校　

二
年
の
時
の
作
品)

人
権
作
文

消費生活相談
の出前講座

　消費者問題に興
味がある人に、相
談員が訪問しま
す。
　興味のある人
は、気軽に消費生
活相談コーナーま
で相談ください。
▶応募条件　5 人
以上の団体やグル
ープ

　申込み・問合せ
は、同コーナー（☎
766 － 1110）へ。

　

平
成
22
年
度
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
保
険
料
額
決
定

通
知
書
を
７
月
上
旬
に
送
付

し
ま
す
。

◎
保
険
料
の
計
算
方
法

　

保
険
料
は
、
図
１
の
と
お

り
。

◎
保
険
料
の
支
払
い
方
法

　

①
年
金
か
ら
の
お
支
払
い

（
特
別
徴
収
）
＝
手
続
き
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
※
希
望

に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更
で

き
ま
す

　

②
口
座
振
替
や
納
付
書
で

の
お
支
払
い
（
普
通
徴
収
）

◎
保
険
料
の
軽
減
（
い
ず
れ

も
申
請
は
不
要
で
す
）

　

①
所
得
の
低
い
人
へ
の
軽

減
＝
所
得
に
応
じ
て
表
１
の

と
お
り
均
等
割
額
の
軽
減
が

適
用
さ
れ
、
所
得
割
額
も
所

得
割
算
定
に
か
か
る
所
得
が

58
万
円
（
年
金
収
入
の
み
の

場
合
は
２
１
１
万
円
）
以
下

の
場
合
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

②
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
へ

の
軽
減
＝
制
度
加
入
前
日
に

被
用
者
保
険
（
全
国
健
康
保

険
協
会
、
健
康
保
険
組
合
、

共
済
組
合
な
ど
）
の
被
扶
養

者
だ
っ
た
人
は
、
所
得
割
は

か
か
ら
ず
、
均
等
割
が
９
割

軽
減
さ
れ
ま
す
。

◎
保
険
料
の
減
免
申
請

　

▼
災
害
で
大
き
な
損
害
を

受
け
た
と
き
▼
所
得
の
著
し

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
額
決
定
通
知
書
に
つ
い
て

い
減
少
が
あ
っ
た
と
き
▼
他

の
被
保
険
者
や
世
帯
主
が
死

亡
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
世

帯
の
所
得
が
軽
減
判
定
基
準

以
下
と
な
る
と
き
▼
一
定
期

間
給
付
の
制
限
を
受
け
た
と

表１　均等割額の軽減
軽減の割合 平成21年中の総所得金額
9割軽減 33万円以下であり、なおかつ被保険者全員の所得

が0円（年金所得は控除額を80万円として計算）
8.5割軽減

（7割軽減※）
33万円以下

5割軽減 33万円＋（24.5万円×被保険者数※被保険者であ
る当該世帯主を除く）以下

2割軽減 33万円＋（35万円×被保険者数）以下
※本来7割軽減ですが、軽減措置により平成22年度は、8.5割軽
減となります

図1　1人当たりの保険料（年額）

均等割額
＋

所得割額
43,924円 （前年中の総所得金額（※）

－33万円）×8.23％

＝22年度保険料額（最高限度額50万円）

※総所得金額＝収入額－控除額（公的年金等控除額、給与
所得控除額、必要経費）

き
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険

料
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
健
康
課

（
☎
７
６
６
・
８
７
８
１
）へ
。

　事業所の倒産や解雇などによる非自発的な離職を余儀な
くされた人は、国民健康保険税の軽減や高額療養費の算定
基準が減額される場合があります。
　次の全ての要件を満たしている人が対象になります。

◆対象　▶国民健康保険加入者
であること▶離職時点で65歳未
満であること▶雇用保険受給資
格者証を持っている人で、離
職理由コードが「11、12、21、
22、23、31、32、33、34」のい
ずれかに該当すること（定年や
契約延長のない雇用契約満了者
は対象となりません）▶本町の

申請書および雇用保険受給資格
者証の写しの提出があること▶
離職日が平成21年3月31日以降
であること▶該当者の給与所得
がゼロでないこと
◆軽減申請　雇用保険受給資格
者証と認印を持参のうえ、健康
課へ申請してください

非自発的失業者への軽減措置について

◆その他　上記の軽減に該当
しない場合でも、震災、風水
害などの天災あるいは火災に
よって家屋または家財に損害
を受けたときや、世帯の主た
る所得者が疾病、失業、事業

の廃止などで今年の見込所得
額が著しく減少するときは、
申請により保険税が減免され
る場合があります。
　詳しくは、同課（☎766―
8781）へ。

みんなで助け合い ･ 支え合いましょう
表　平成22年度税率等　　　　　　（　）内は昨年度税率・額

区　　　分 医療分 支援金分 介護分
所得割①　基準総所得金
額（前年中の総所得金額
－33万円）×税率

6.3%
（4.7%）

1.8%
（1.7%）

2.0%
（1.7%）

資産割②　　　　　　　
固定資産税相当額×税率

16%
（26%）

2.0%
（4.0%）

2.0%
（4.0%）

均等割③　　　　　　　
国保加入者1人あたり

30,800円
（26,000円）

8,200円
（8,000円）

11,200円
（11,200円）

平等割④
1世帯あたり

25,700円
（21,000円）

7,000円
（6,700円）

5,400円
（7,000円）

課税限度額（最高限度額）
500,000円

（470,000円）
130,000円

（120,000円）
100,000円

（100,000円）

※①～④の合計額が1年間の保険税率
※介護分は40歳～ 64歳の国保加入者がいる世帯のみ課税

　

町
の
国
保
財
政
は
、
医
療

技
術
の
高
度
化
な
ど
に
よ
る

医
療
費
の
増
加
や
、
依
然
と

し
て
低
迷
す
る
経
済
状
況
に

よ
る
国
保
税
の
収
納
率
の
低

下
な
ど
に
よ
り
運
営
が
厳
し

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
国
保
事
業
の
安
定
的
な

運
営
を
図
る
た
め
、
国
民

健
康
保
険
税
率
等
を
改
正

し
、
平
均
で
加
入
者
１
人
あ

た
り
約
１
万
３
千
８
０
０

円
、
加
入
１
世
帯
あ
た
り
約

２
万
６
千
２
０
０
円
を
増
額

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

加
入
者
に
は
負
担
が
増
え

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
み

ん
な
で
助
け
合
い
支
え
合
う

国
民
健
康
保
険
制
度
の
趣
旨

に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

の
対
象
者

　

職
場
の
健
康
保
険
や
長
寿
医

療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
）
で
医
療
を
受
け
て
い
る
人

な
ど
を
除
い
た
人
が
加
入
者
と

な
り
ま
す
。

◆
保
険
税
の
算
定
方
法

　

保
険
税
は
負
担
の
公
平
を
基

本
に
左
表
の
と
お
り
算
出
し
ま

す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、健
康
課（
☎

７
６
６
・
８
７
８
１
）
へ
。

国
保
の
運
営
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

＜２＞広　報　い　な　が　わ 平成２２年（2010年）７月１日


